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佐久市国民健康保険運営協議会委員名簿

任期：令和7年7月1日～令和10年6月30日

　代 表 委 員 区 分 役職 氏名 ふりがな 性別 職業又は団体等

花岡　元江 はなおか　もとえ 女 佐久市シニアクラブ連合会 理事 新任

公 益 を 代 表 佐々木 栄子 ささき　えいこ 女 佐久市保健補導員会 副会長 新任

す る 委 員 小平　實 こだいら　みのる 男 佐久市民生児童委員協議会 会長 新任

（ 6 名 ） 松本　一樹 まつもと　かずき 男 佐久市区長会 理事 新任

桜井　秀子 さくらい　ひでこ 女 佐久浅間農業協同組合 理事 新任

中澤　繁夫 なかざわ　しげお 男 佐久商工会議所 常議員 再任

菅原　敏明 すがわら　としあき 男 医師（佐久医師会 会長） 再任

保 険 医 又 は 松崎　茂 まつざき　しげる 男 医師（佐久医師会 副会長） 新任

保 険 薬 剤 師 を 黒澤　一也 くろさわ　かずや 男 医師（佐久医師会 総務理事） 再任

代 表 す る 委 員 髙見澤　秀一 たかみざわ　しゅういち 男 歯科医師（佐久歯科医師会） 再任

（ 6 名 ） 青森　則佳 あおもり　のりよし 男 歯科医師（佐久歯科医師会） 新任

今牧　健之 いままき　けんじ 男 薬剤師（佐久薬剤師会　会長） 再任

大井　吉子 おおい　よしこ 女 佐久市生活改善グループ連絡協議会 会長 再任

被 保 険 者 を 土屋　やよい つちや　やよい 女 佐久市食生活改善推進協議会 会長 新任

代 表 す る 委 員 美斉津　望 みさいず　のぞみ 女 パートナーシップ佐久 会員 新任

（ 6 名 ） 小林　一代 こばやし　いちよ 女 男女共生ネットワーク 新任

井出　時子 いで　ときこ 女 公募委員（佐久市女性活躍人材） 再任

依田　ますみ よだ　ますみ 女 公募委員（佐久市女性活躍人材） 再任

丸山　晃史 まるやま　こうじ 男 ミネベアミツミ健康保険組合 常務理事 再任

古田　博信 ふるた　ひろのぶ 男 全国健康保険協会長野支部 企画総務部長 再任

◎－会長　○－会長職務代行者 （敬称略）

国民健康保険法施行令第４条により、会長は公益代表から選出 委員２０名　男性：１１名
※職業又は役職等欄は、委員就任時の職業、役職等を記載 　　　　　　女性：　９名

被 用 者 保 険 等
の 保 険 者 を
代 表 す る 委 員
（ 2 名 ）
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○佐久市国民健康保険運営協議会規則 

平成17年４月１日規則第98号 

改正 

平成19年３月23日規則第13号 

平成22年３月29日規則第５号 

佐久市国民健康保険運営協議会規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、佐久市国民健康保険条例（平成17年佐久市条例第113号。以下「条

例」という。）第３条の規定に基づき、佐久市国民健康保険運営協議会（以下「協議会」

という。）の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（任務の規定） 

第２条 協議会は、市長の諮問に応じて、次の事項について審議答申する。 

(１) 市長から協議会に諮問の事項 

(２) 前号に掲げるもののほか、必要と認める重要事項 

（会長及び職務代行者） 

第３条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

２ 会長に事故があるときは、協議会で定めた委員がその職務を代行する。 

（会議の招集） 

第４条 会議は、会長が招集する。 

２ 会長は、協議会を招集するときは、市長に通知しなければならない。 

３ 会議に出席することができない委員は、開会前までに会長に届け出なければならない。 

（会議） 

第５条 協議会は、定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。 

（議事） 

第６条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。 

第７条 会長は、会議の議長として、議事を総理する。 

（関係者の出席） 

第８条 協議会において、特に必要と認めるときは、市長その他関係者の出席を求め意見

を聴くことができる。 

（会議結果の答申等） 

第９条 会長は、会議録を作成し、会議の結果とともに市長に答申し、又は報告しなけれ

ばならない。 

（辞職） 

第10条 委員が辞職しようとするときは、書面にその旨を具し、会長を経て市長に提出し

なければならない。 

（庶務） 

第11条 協議会の庶務は、市民健康部国保医療課において処理する。 

（補則） 

第12条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年３月23日規則第13号） 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年３月29日規則第５号） 

この規則は、平成22年４月１日から施行する。 
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一般会計 

・都道府県繰入9％相当分 
・高額医療費負担金1/4相当分 
・特定健診1/3 

支払基金 

被保険者 

国 

・定率国庫負担32％ 
・調整交付金（国）9％ 
・保険者努力支援分 

・高額医療費負担金1/4相当分 
・特定健診1/3 

都道府県 

一般会計 

・保険給付費等交付金 
 （普通給付分） 

・事業費納付金 
   【医療・後期・介護】 

・保険基盤安定繰入金（法定軽減分） 
・保険基盤安定繰入金（保険者支援制度分） 
⇒国・都道府県負担分も含めて全額繰入れ 

市町村 

一般会計 
国保特別会計 

国保特別会計 

国保連 

医療機関 

・前期高齢者 
  交付金 
・療養給付費 
 等交付金 

・後期高齢者  
   支援金等 
・介護納付金 

保険料 
【医療・後期・介護】 

保険給付費 

保険給付費 

現金給付 

現物給付 

・保険給付費等交付金 
   （特別給付分） 
 保険者努力支援相当分 
 市町村向け特別調整 
    交付金等相当分 
 特定健診2/3 

・保険基盤安定繰入金（法定軽減分）3/4 
・保険基盤安定繰入金（保険者支援制度分）1/4 

支払の簡素化 

・保険基盤安定繰入金（保険者支援制度分）1/2 

国保財政の基本的な 枠組みについて 

3 
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①医
療費
水準

長野県における国民健康保険運営の中期的改革方針
目 指 す 姿現 況

①
医
療
費
水
準

・医療費水準が県平
均より低い圏域では、
ひとまず二次医療圏
で統一が必要
・二次医療圏内の医
療費水準の格差是正
のため、県の関与を
高めることが必要
・人工透析患者等が
複数発生すると、小
規模な町村では医療
費が急激に上がり大
変

②
保
険
料

・急激に保険料（税）
率が上がらないよう
に、時間をかけて
・資産割は不公平で
あり廃止すべき
・資産割はＲ９までで
あれば廃止可能

③
個
別
公
費

・保険者努力支援等
の努力に対するイン
センティブは引き続き
残すべき

④
収
納
率

・収納率は100％～
92％と市町村間で差
が大きく、県平均の収
納率にすることは、収
納率の高い市町村の
被保険者の理解が得
られない

⑤
保
健
事
業
等

・市町村独自の保健
事業は上手く残して
欲しい
・人間ドック補助金な
どは統一して欲しい

Ｒ３〜Ｒ９の改革案

コンセ
プト

結核精神給付金は県の統一対象にし
ない

③個別
公費

②保険
料

④収納
率

⑤保健
事業、
任意給

付

≪市町村の主な意見≫

⒈完全統一
（所得割：〇％、均等割：〇円、平等割：〇円）

目に見える県的
保険料統一の前
提条件

Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９Ｒ５Ｒ３ Ｒ４ Ｒ６

項 目 全 県
二次医療

圏
県平均

①医療費
水準
(※1)

最高
1.2327

（平谷村）
0.9963
（松本）

0.9413
最低

0.6613
（王滝村）

0.8728
（南信州）

調定額
（※2）

最高
119,638円

（小布施町）
103,075円
（北信）

94,575円

最低
40,198円
（大鹿村）

83,872円
(北ｱﾙﾌﾟｽ)

総所得
（※2）

最高
1,034,058円
（川上村）

651,377円
（佐久）

595,839円

最低
392,051円
（小川村）

523,147円
(北ｱﾙﾌﾟｽ)

②
保
険
料
（医
療
分
）(※

3)

所得
割率

最高
9.1%

（松本市） 6.31%
（単純）

最低
2.7%

（根羽村）

資産
割率

最高
50.0％

（麻績村） 21.52%
（単純）

最低 0.0％
（31市町村）

均等
割額

最高
27,000円

（御代田町） 19,509円
（単純）

最低
8,000円

（大鹿村）

平等
割額

最高
27,000円

（御代田町） 19,889円
（単純）

最低
7,400円

（売木村）

③
個別
公費
(※1）

最高
21,671円
（売木村）

7,068円
（上伊那）

5,280円

最低
2,611円

（青木村）
4,414円
（長野）

④
収納率
（※4）

最高
100%

(下條村、泰阜
村、大鹿村)

98.34%
（南信州）

95.1%

最低
92,66%

(長野市)
94.0%

（長野）

⑤

保健
事業
（※5)

最高
76,274円
（泰阜村）

8,664円
（木曽）

5,352円
最低

1,866円
（売木村）

4,092円
（南信州）

任意給付
ⅰ出産育児一時金（42万円）、

葬祭費（1～5万円、１村未実施）
ⅱ結核精神給付金（33市町村）

≪格差の状況≫

※１）Ｒ２納付金算定データ ※２）Ｈ30国保実態調査
※３）Ｒ２年度 ※４）Ｈ30年度現年分 ※５）Ｈ30年度

（円は一人当たり）

≪概要≫

歳出

歳入

歳出

歳入

歳出

歳入
定額
公費

納付金
総額

保険給付費等

定額
公費

納付金
総額

保険給付費等

保険給付費等

保険料

定額
公費

納付金総額

１人当たり

県平均に均す

収納率は県平均にみなす

納付金

対象に

入れる

保健事業費

任意給付等

個別

公費

保健事

業関係

個別公費

医療費

水準の

反映

やめる

１人当た

り県平均

に均す

県平均に均さ

なくても可能

納付金

対象に

入れなく

ても可能

保健事業費

任意給付等

個別

公費

保健事

業関係

個別公費

医療費水準の

反映やめる

収納率は個別でも可能

県平均

に均さ

なくても

可能

県平均に均さ

なくても可能

保健事業費

任意給付等

個別

公費

保健事

業関係

個別公費

医療費水準の

反映も可能

収納率は個別でも可能

県平均

に均さ

なくても

可能

納付金

対象に

入れなく

ても可能

保険

料

保険

料

保険

料

保険

料

前期高齢者

交付金

前期高齢者

交付金

前期高齢者

交付金

⒉準統一
（所得割：〇～〇％、均等割：〇円、平等割：〇円）

⒊標準保険料率の採用（二次医療圏単位）
（二次医療圏単位等の料率で県が示す所得割、均等割、平等割に従う）

市町村・県が
行うこと

〇医療費水準
の高い市町村
の保健事業へ
の取組強化

〇県的・二次
医療圏におけ
る医療費分析・
予防対策の関
係者間の共有
と「県民運動
化」の実現

〇収納率の格
差を是正し高
い収納率の達
成

・３医療圏（長野、松本、上田）は引き続き各市町村の医療費指数を
反映

・７医療圏は二次医療圏で医療費指数を統一
・Ｒ４から1/6ずつ、Ｒ９で6/6全て反映

・県的統一に向けた議論

県も含めた保険者の保健事業の充実を図り、医療費水準の平準化の
取組を進める

・国保予備軍となる協会けんぽ加入の40～50代への関与・連携
・二次医療圏単位でのデータ分析、取組みの重点化

・当面は個々の市町村の努力を評価して配分
・県の関与により医療費適正化や収納率向上等の取組みを県全体
で高め、一定程度平準化したところで統一する。

・県的統一に向けた議論

・Ｒ９までに資産割を廃止する（対象４６市町村）

・応益割額が著しく低い町村は標準保険料率を目指し、
段階的に引上げ（影響が大きい町村へ財政支援）

・県的統一に向けた議論

・条例・規則等により口座振替の原則化を義務付け、ペイジー等の導
入により収納率の向上を図る

・県的統一に向けた議論

・保健事業費の計上の標準化、人間ドック補助金等の事務費の統一
を進める。

・県的統一に向けた議論

❶ 二次医療圏単位で集約することで、個別市町村における高額な医療費の発生リスク

による保険料上昇要因を抑える

❷ 最終的統一のイメージは市町村によってバラバラのため、Ｒ９までは「目指す姿 １～

３」のいずれにもいけるように料率等の格差是正を図る

概
ね
、
二
次
医
療
圏
の
統
一
・
応
益
割
の
水
準
の
平
準
化
の
達
成

市町村・県が
行うこと

〇最低限３医
療圏（長野、松
本、上田）の二
次医療圏水準
の反映を行うた
め、保健事業へ
の取組を強化

⑥法定
外繰入

・決算補填等目的の
法定外繰入の解消（７市町村）

歳出

歳入

保険給付費等　＜統一済＞

④市町村が被保険者に賦課

（県が示す応益・応能割合はあくまで参考基準）

市町村の事情、保険者努力

により配分に差がある

・３方式に統一されていない

・応能・応益割合がバラバラ

・収納率の差が保険料賦課額に影響

保健事業

費の計上、

任意給付

等バラバラ
個別市町村の

医療費水準に

より額を調整

⑤保健事業費

任意給付等

③個別

公費等

保健事業

関係個別

公費

②保険料 ②保険

料

前期高齢者交付金

<統一済>

定額公費

<統一済>
①納付金総額

県会計（=市町村会計合計） 市町村単独会計

81億

1835億

514億

433億

657億

22億 10億

32億

664億
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１　歳入歳出決算額の状況 ３　歳出決算額の状況

△ 326,016 △ 3.3 A 構成比 B 構成比 C 構成比 B-C 増減率

△ 381,778 △ 3.9 111,163 1.1 115,212 1.2 103,800 1.1 11,412 11.0

55,762 56.9 （2）保険給付費 7,261,980 73.6 6,826,460 72.1 7,180,404 72.9 △ 353,944 △ 4.9

45,698 259.4 2,330,000 23.6 2,312,152 24.4 2,349,458 23.9 △ 37,306 △ 1.6

※１実質収支：歳入合計から、基金繰入金、繰越金、財産収入（基金積立充当分のみ）、その他（基準外）繰入金 144,849 1.5 111,095 1.2 113,810 1.2 △ 2,715 △ 2.4

　 　　　　（福祉医療現物給付化による減額調整分を除く）を除き、歳出合計から基金積立金、一般会計返還金 1 0.0 8,600 0.1 43,564 0.4 △ 34,964 △ 80.3

　　　　を除いたうえで、歳入歳出の差引をしたもの。 11,001 0.1 89,601 1.0 55,214 0.5 34,387 62.3

5,750 0.1 3,511 0.0 2,159 0.0 1,352 62.6

２　歳入決算額の状況 9,864,744 100.0 9,466,631 100.0 9,848,409 100.0 △ 381,778 △ 3.9

A 構成比 B 構成比 C 構成比 B-C 増減率 【歳出の概要】
1,730,258 17.5 1,852,331 19.3 1,826,809 18.4 25,522 1.4 （2）保険給付費（3億5,394万4千円の減　4.9％減）　

900 0.0 1,262 0.0 1,097 0.0 165 15.0 　療養給付費・高額療養費等、被保険者が疾病及び負傷した際に受ける保険給付

84 0.0 5,929 0.1 483 0.0 5,446 1,127.5 ・傷病手当金　0件　（Ｒ5　13件、235,246円　R4　46件、1,249,653円　R3年度　2件　83,970円）

7,303,100 74.0 6,886,435 71.6 7,231,857 72.7 △ 345,422 △ 4.8 （3）国民健康保険事業納付金　（3,730万6千円の減　1.6％減）

814,796 8.3 680,972 7.1 721,325 7.3 △ 40,353 △ 5.6

1 0.0 1,046 0.0 737 0.0 309 41.9 （4）保健事業費

1 0.0 97,955 1.0 123,164 1.2 △ 25,209 △ 20.5 　保険者(市町村)が被保険者の健康増進等のために行う事業（保健教育、健康相談、健康調査等）

9,000 0.1 13,130 0.1 10,229 0.1 2,901 28.4 （5）基金積立金　

6,604 0.1 81,289 0.8 30,664 0.3 50,625 165.1 　前年度からの繰越金及び当該年度会計における余剰金等の積立分

9,864,744 100.0 9,620,349 100.0 9,946,365 100.0 △ 326,016 △ 3.3 （6）償還金

・保険給付費等交付金普通交付金の精算により、県に返還（7,388万5千円）

【歳入の概要】 ・国保税還付金（1,567万5千円）

（1）国民健康保険税（2,552万2千円の増　1.4％増） （7）その他の支出

被保険者数の減による（788人の減　4.1％の減） 　直診診療施設（浅間総合病院）が実施した施設整備及び健康管理事業に対して支出

・収納率　全体87.83％（前年比1.74％増）　現年分95.33％（前年比0.60％増）

　一人当たり　調定額　99,470円（3,897円増）　収入額　94,821円（4,281円増）（ともに現年分のみ）

（3）国庫支出金 ４　令和7年度国保税率改定による増税額
東日本大震災の国保税減免の財政支援分、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴うシステム

改修等事業

（4）県支出金（3億4,542万2千円の減　4.8％減）

主に普通交付金の減による 課税限

・普通交付金：歳出の保険給付費（出産育児一時金等の任意給付等、一部を除く）県から全額交付される。 度額の

・特別交付金：市町村の財政状況やその他の事情に応じ交付される。 引上げ

（5）繰入金

一般会計からの繰入金（繰出基準に基づく繰入分）

（7）繰越金（前年度繰越金）

（9）その他の収入

貸付金元金収入、第三者行為損害賠償金、不当利得返納金、保険給付費等交付金返還金、雑収入

（5）繰入金 　保険給付に要する費用として、医療費や所得水準等を基に県が決定、市町村から県へ納付。

（6）財産収入（基金積立金利子）

（7）繰越金

（8）延滞金

（9）その他の収入

歳入合計

（2）使用料及び手数料

（3）国庫支出金

（4）県支出金

科目

（1）国民健康保険税

（単位：千円、％） 歳出合計

年度 令和６年度　当初 令和６年度　決算 令和５年度　決算 対前年度比較

差　　　引 0 153,718 97,956

（7）その他の支出

（4）保健事業費

（5）基金積立金

（6）償還金（返還金・還付金）

実質収支（※１） － 63,317 17,619 （3）国民健康保険事業納付金

歳入合計 9,864,744 9,620,349 9,946,365 科目

歳出合計 9,864,744 9,466,631 9,848,409 （1）総務費

令和６年度　佐久市国民健康保険特別会計（事業勘定）決算等の概要

（単位：千円、％） （単位：千円、％）

令和６年度　当初 令和６年度　決算 令和５年度　決算 対前年度比較 年度 令和６年度　当初 令和６年度　決算 令和５年度　決算 対前年度比較

令和6年度 医療分 介護分 支援金分

所得割額 7.3% 2.75% 2.75%

均等割額 20,800円 9,000円 7,300円

平等割額 24,400円 7,300円 8,700円

課税限度額 65万円 17万円 24万円

令和7年度 医療分 介護分 支援金分

所得割額 7.3% 2.75% 2.75%

均等割額 20,800円 9,000円 7,300円

平等割額 24,400円 7,300円 8,700円

課税限度額 66万円 17万円 26万円
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佐久市国民健康保険の状況

１　被保険者数の推移 ３　一人当たり医療費の推移

※長野県国民健康保険団体連合会公表値

２　医療費の推移 ４　一人当たり保険給付額の推移

※事業年報「医療給付の状況（療養費等含む）」より 　　※事業年報「医療給付の状況（療養費等含む）、高額療養費の状況」より

365,149 366,024

395,530
413,363

429,192 428,742
371,056 364,971

388,024
396,972 411,790 418,086

376,557 368,201
391,031 400,925

415,828
427,975

180,000

230,000

280,000

330,000

380,000

430,000

480,000

R1 R2 R3 R4 R5 R6（速報値）

一人当たり医療費の推移（円）

佐久市 県内市町村計 19市

186,214
141,700

194,188
176,874

208,800

272,788
255,878 254,966

282,476 287,149
308,923 300,657

410,637 411,521
444,883

480,528 493,824 487,967
460,218 462,880 469,458

513,212 510,074 515,243

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

550,000

R1 R2 R3 R4 R5 R6

一人当たり保険給付額（世代別）

未就学児 一般 前期高齢者65～74歳(再掲) 70歳以上（再掲）
（円）

11,451 10,872 10,522 10,214 9,960 9,629

10,012 9,998 10,092 9,772 9,338 8,881

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

R1 R2 R3 R4 R5 R6

国民健康保険被保険者の推移（人）

65歳未満(人） 65歳以上(人）

21,463 20,870 20,614 19,986 19,298 18,510

7,804,670
7,638,597

8,153,457
8,261,620 8,282,539

7,872,886

6,000,000

6,500,000

7,000,000

7,500,000

8,000,000

8,500,000

R1 R2 R3 R4 R5 R6（速報値）

佐久市医療費の推移（千円）

46.6 47.9 49.0 48.9 48.4

53.4 52.1 51.0 51.1 51.6
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５　国民健康保険税の推移 ７　佐久市国保事業費納付金の推移

※　調定額及び収納率は、一般・退職の現年度分のみ

６　納税額と保険給付額の比較
※退職分を除く、一般被保険者分のみ

８　国民健康保険事業基金の保有状況

（千円）

※納税額は過年度分含む

※事業年報「医療給付の状況（療養費等含む）、高額療養費の状況」より

令和５年度末残高 1,281,871

令和６年度末残高 1,290,471

令和４年度末残高 1,238,307

令和元年度末残高

令和２年度末残高

令和３年度末残高

1,654,833

1,655,721

1,128,935

78,914 80,064

55,711
63,431

68,265 71,669

26,150 27,875 30,475 33,302 32,200 33,072

0
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20,000

30,000

40,000

50,000
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80,000

90,000

R1 R2 R3 R4 R5 R6

一人当たり基金保有高の推移（円）

佐久市 １９市平均

2,337,979
2,287,779

2,348,671 2,349,263
2,312,152

2,279,943

2,000,000
2,050,000
2,100,000
2,150,000
2,200,000
2,250,000
2,300,000
2,350,000
2,400,000

R2 R3 R4 R5 R6 R7

佐久市納付金の推移（千円）
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１人あたり納付金の推移（円）
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302,717 306,546
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100,025 99,601

95,932 95,425 95,573

99,470
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95.17
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92.00
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一人当たり調定額・収納率

佐久市調定額 佐久市収納率 １９市平均収納率（円） （％）
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９　特定健診受診率の推移（％）

※受診率の確定は10月

10　ジェネリック医薬品の使用率の推移（数量シェア％）

区分 R3 R4 R5 R6

院内 71.5 71.5 73.6 75.3

院外 86.2 87.0 88.2 90.3

（出所）
国保総合システム
※院内・院外は、母数が異なるため、　使用率
≠（院内+院外）/2
Ｒ２以前は、国保連の保存期間切れのため、
データ無し
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特定健診受診率の推移（％）
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今後の主な制度改正について

１ 子ども・子育て支援金制度について

R7.3 子ども家庭庁長官官房総務課支援金制度等準備室資料より

資料５－１



２ 長野県国保運営方針（Ｒ６〜Ｒ11）の概要について

R7.3 子ども家庭庁長官官房総務課支援金制度等準備室資料より
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令和6年12月２日以降の保険証廃止に伴う資格確認書等の発行について

１ 資格確認書等の発行スケジュール（案）

２ 資格確認書等の発行について

マイナンバーカードを

① 持っていない 資格確認書発行

② 持っている 紐づけなし 資格確認書発行

③ 持っている 紐づけあり
資格情報のお知らせ発行

＜資格確認書のイメージ＞
カードサイズ（マイナンバーカー

ドをお持ちでない方、又紐づけされ
ていない方）

＜資格情報のお知らせのイメージ＞
A4サイズ（マイナ保険証の方）

《資格情報のお知らせ》
マイナンバーカードをオンライン資格システムで
読み取ることができない場合に、マイナンバー
カードと一緒に医療機関の窓口提示することで保
険医療が受けられるようにする通知です。

●資格確認書は、マイナンバーカードの発行を受け
ていない方、マイナンバーカードを保険証と紐づ
けていない方に発行します。（職権）

●資格確認書の有効期間は１年間で更新の予定です。
（８月１日から翌年７月３１日までの１年間）
マイナンバーカードを保険証と紐づけている方で
も、マイナンバーカードを紛失した、介助者等の
第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する
必要がある等の理由で、本人からの申請があれば
資格確認書を発行します。

３ マイナンバーカードと保険証の
紐づけについて

マイナンバーカードと保険証の紐づけは、

①医療機関・薬局の窓口
（カードリーダー）

②「マイナポータル」
③セブン銀行ATM

以上の3つのほか、市役所本庁 国保医療課
の窓口で行っています。

7月 8月 9月 10月 11月 12月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

佐
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R8年1月
保
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証
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終
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令和11年
12月2日
以降はマ
イナ保険
証のみ

継続・新規加入（マイナ保険証又は資格確認書）

更
新
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